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１ はじめに 

 当局の「電気・機械設備点検整備基準」（作成時の名称は、「電気・機械設備整備基準」

であり、以下「整備基準」という）は、建設から維持管理への移行を時代背景に昭和５

４年に作成され、取・浄・配水場等で活用されてきた。 

その後、設備改良や更新を実施していく中、整備基準内容に不整合等が生じ、また、

新しい水処理技術・設備の導入、水道維持管理指針（日本水道協会編）の改訂により、

５回にわたって整備基準の改訂を行ってきた。 

今回の改訂にあたっては、主に電気・機械設備の点検結果に基づく更新基準の見直し

を行い、適切な更新基準を設定することにより、効率的な点検整備業務が可能となり、

機器の機能維持及び事故・故障の防止に一層努めるものである。 

 

２ 本整備基準の適用及び目的 

本整備基準は、電気・機械設備全般に適用するもので、点検整備の標準的基準を示し、

機器の機能維持並びに事故の未然防止に資することを目的とする。ただし、自家用電気

工作物保安規程(以下「保安規程」という)に記載のあるＧＩＳ受変電設備、受電・変電・

配電設備、負荷設備、無停電電源設備、非常用発電設備、太陽光発電設備、水力発電設

備及びその他設備(接地)(以下「保安規程記載項目」という)については除く。 

また、汎用機器及び工器具類、「大阪市公共建築物点検マニュアル」に記載のある建築

設備も除く。 

なお、使用条件・管理体制・制御方式・形式・構成等の変更により、点検・整備周期

及び内容に変更が生じる場合がある。 

 

３ 維持管理の基本事項 

 当局の水道施設における機械・電気設備は、取水から浄、送、配水と設置場所が広範

囲に亘っており、その目的及び用途により、多種多様な設備や機器が設置されている。

これらの設備や機器は、点検や整備の不備により故障を引き起こした場合、その部分の

故障にとどまらず、水道システム全体に供給不能や水質障害など重大な支障をきたすこ

とがある。安全且つ、安定した水供給を確保するため、機器に適応した点検・整備内容

など、その設備に最適な維持管理方法を採用する必要がある。 

 日常点検・定期点検は、形骸化し、漫然と行われる恐れがあるが、日常点検を実施す

るにあたって何よりも重要な事は、何か異常が無いか、また、改善すべき点が無いかと

いう問題意識を持った視点である。定期整備では、計画が事前に定められているため、

長期停止においても設備稼働率に与える影響は少ない。しかし、計画通りの工程管理と

ならなければ、水道システム全体に影響を与える事になりかねないので、工程の遵守が

重要となる。 

 維持管理は、日常欠くことのできない業務であると同時に、長期的視野に立って行う

べきものである。今後の水道整備の方向性を示すものとして、厚生労働省が平成２５年

３月に策定した「新水道ビジョン」がある。その中で、長期的な政策目標として次の目



標が掲げられている。 

安全：すべての国民がいつでもどこでも、水をおいしく飲める水道 

強靭：自然災害等による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に復

旧できるしなやかな水道 

持続：給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な事業運営が可

能な水道 

環境：環境保全への貢献 

国際：わが国の経験の海外移転による国際貢献 

今後は、これらの点と費用対効果を踏まえ維持管理を行っていかなければならない。 

 

４ 各設備の概略と分類 

（１）ポンプ設備 

 水道施設におけるポンプ設備は、取・送・配水設備用から揚液用、排水用まで多岐に

亘っている。取水・揚水・送水・配水・洗浄（表洗、逆洗）・洗浄排水（返送）ポンプ設

備を主ポンプ設備、それ以外のポンプをその他ポンプ設備とし、更に、型式及び流体に

より、点検・整備周期及び内容が異なるので項目を細分化する。 

 

（２）弁・扉類 

 弁・扉類(以下「バルブ」という)は、設置後長期間にわたり使用される。その役割を

大別すると、制御用、遮断用、逆流防止用、減圧用、管路保護用、その他スラッジ・薬

注用に分けられる。これらのバルブは、確実に機能するように管理する必要があるが、

これまでの実績から巡視時における外観点検等に加え、過トルク等の異常及び故障時対

応で対処可能である。 

これらのバルブを手動・電動に大別する。豊野浄水場のろ過池・ＧＡＣの電動制水扉

は定期的に油脂交換が必要である事から、制水扉とそれ以外に細分化する。 

 

（３）水処理機械設備 

 水処理機械設備は、駆動部が水上部にあり伝達機構を介して、水中で運転する形式の

ものが多い。このため、日常点検、定期点検は、水上部の機械装置を対象に行い、水中

部については、池清掃等の池・系統・槽開放時に行う。 

水処理機械設備を、除塵設備、急速攪拌装置、緩速攪拌装置、その他攪拌装置、汚泥

掻寄設備に分類する。除塵設備については、水分離装置・自動ストレーナを含む。 

 

（４）高度浄水処理設備 

 高度浄水処理設備は、原料ガス装置、オゾン発生器、オゾン接触槽、排オゾン処理装

置等で構成される。但し、高度浄水処理設備特有の設備ではない原料ガス装置について

は空気源設備に含め、オゾン発生器の内、冷却装置用循環ポンプについてはポンプ設備・

空気源設備に含める。また、オゾン接触槽については、土木構造物であるため、本整備



基準では取り扱わない。 

高度浄水処理設備は、オゾン設備と呼吸筒及び覆蓋装置に分類し、オゾン設備につい

ては、オゾン発生器及び電源装置、冷却装置、排オゾン処理装置等に細分化する。 

 

（５）排水処理設備 

 排水処理設備には、加圧脱水機のみを記載する。補機類については、空気源設備等に

含める。なお、ろ布・ろ板については、柴島浄水場と庭窪浄水場で形状が異なり、点検・

整備周期及び内容が異なる事から項目を細分化する。 

 

（６）空気源設備 

 空気源設備は、空気圧縮機、ブロア設備、付属装置(除湿装置)に分類する。空気槽に

ついては、第二種圧力容器・タンク類に含める。空気圧縮機には、高度浄水処理設備用、

自家発電設備用を含む。また、ブロア設備には、気圧排泥設備用・高度浄水処理設備用

を含む。なお、フロン系冷媒を使用しているものについては「フロン排出抑制法」の規

程に基づくものとする。 

 

（７）第二種圧力容器・タンク類 

 第二種圧力容器については、労働安全衛生法施行令第一条第七号に該当するものを指

し、空気槽、排水処理設備用圧入槽及び北港加圧ポンプ場設置の圧力槽を含む。｢ボイラ

ー及び圧力容器安全規則｣第八十八条に基づき、自主定期検査を行うものとする。 

 タンク類については、薬品貯蔵槽・その他槽類・防液堤を含む。薬品貯蔵槽について

は、薬品により内面ライニングの更新周期が異なることから薬品の種類により細分化す

る。 

 

（８）荷役設備 

 労働安全衛生法第三十七条第一項（別表第一）及び労働安全衛生法施行令第十二条に

おいて「特定機械等」と定められるクレーン等及びクレーン等安全規則の適用を受ける

クレーン等のほか、クレーン等安全規則第二条において適用の除外となるクレーン等を

含む。クレーン等安全規則の適用を受けないクレーン等についても、使用時に点検を行

う。コンベアについては、排水処理設備用及び除塵設備用を含む。 

 エレベータ、小荷物用昇降機及び階段昇降機(以下「昇降設備」という)については、

建築保全業務共通仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）（最新のもの）に基づ

き、点検を行うため本整備基準では取り扱わない。 

 

（９）その他設備 

 プラント用設備として、換気設備、配管類、冷却設備に分類する。建築付帯設備とし

ての換気設備等は、「大阪市公共建築物点検マニュアル」(以下「建物点検」という)に基

づき点検を行うため本整備基準では取り扱わない。 



 

（10）通信設備 

 構内交換設備については交換機と自動転送装置に細分化する。交換機については、機

種により点検項目が異なるため機能により項目を選択する。 

 

（11）計装設備 

 計測設備については、用途及び型式により点検周期及び内容が異なることから、用途

及び型式により細分化する。 

 

（12）管理設備、監視制御設備、遠隔監視制御設備、遠隔監視設備 

 管理設備、監視制御設備、遠隔監視制御設備及び遠隔監視設備は、ＬＣＤ、グラフィ

ックパネル等の監視装置、プログラマブルコントローラ等の制御装置、コンピュータ等

の情報処理装置、大画面表示装置、ＩＴＶ等のその他付属装置で構成される。 

 

（13）他基準等参照項目 

 保安規程記載項目については、保安規程を参照するものとする。 

 昇降設備については、建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監

修)の最新版を参照するものとする。 

 建築付帯設備としての換気設備及び非常用照明設備については、建物点検を参照する

ものとする。 

 

５ 定義 

 本整備基準で使用する用語については次のとおりとする。 

 

【日常点検】 

日常点検とは、１日から１箇月程度の周期で、巡視時などに工具等を必要としない

範囲で、運転中の機器の異音、異臭、振動、温度、漏水、漏油等について、主に視覚、

聴覚などの五感を用いて行うものである。 

 

【定期点検】 

定期点検とは、１箇月から 1年程度の周期で機器を停止して、外部からの点検及び

スパナ等の簡易な工具を用いての整備を行うものである。給油・油脂交換等も定期点

検にて行う。 

 

【定期整備】 

定期整備とは、数年の周期で必要に応じ機器の分解整備等を行い、部品の交換など

の処置を行うものである。定期整備においては、当該機器を停止し専門の工具等を用

いて機器の分解を行う。 



 

【巡視時】 

巡視時とは、運転中の機器について点検を実施するものとし、手動操作による掛替

は必要としない。その頻度については、有人の取・浄・配水場等において１日に１回

程度、無人の取・浄・配水場等において 1週間から１箇月に１回程度である。 

 

【運転時】 

運転時とは、かせいソーダ受入槽、走行式ミーダ形汚泥掻寄機等の連続運転しない

設備において当該設備の稼動時をいう。これらの設備の日常点検については、当該設

備の運転時に点検を行う。 

 

【分解整備】 

分解整備とは、機器の機能回復を目的として、主に摺動部品や通電部品等を交換し、

適切に維持管理するものである。 

 

【原水・排水】 

原水・排水とは、取水口から凝集池までの処理水及び沈でん池から引き抜かれたス

ラッジ以降、着水井等へ返送されるまでの水を示す。 

また、床排水及び各種返送水も原水・排水に含む。 

 

【沈水以降】 

沈水以降とは、沈でん池以降の処理水を示す。洗浄排水等についても、原水・排水

とする。 

 

【外観、振動、異音、異臭、温度、損傷、漏水、漏油、オゾン臭の確認】 

日常点検における各種項目の確認について、外観を見て損傷・漏水等の異常が無い

事を確認し、運転中の機器については振動・異音・温度により運転状態を確認する。

漏油や油脂不足の場合については、異臭により確認し、オゾンについては無色のため

オゾン臭により配管等からの漏れが無いか簡易に確認する。 

 

【異常及び故障時対応】 

バルブ等については、日常点検等で異常が認められたものや、故障等があった機器

について修理・分解整備等を行うものとする。 

  



６ 改訂履歴 

 昭和５４年    「電気・機械設備整備基準」作成 

 昭和６２年    「電気・機械設備整備基準」改訂 

 平成１３年３月  「電気・機械設備点検整備基準」に名称変更し、改訂 

 平成２２年３月  「電気・機械設備点検整備基準」改訂 

 平成２９年４月  「電気・機械設備点検整備基準」改訂 

 令和 ２年４月  「電気・機械設備点検整備基準」改訂 

 令和 ７年４月  「電気・機械設備点検整備基準」改訂 

 

７ 点検整備周期表 

 次表のとおり。 

 

 

 



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音、異臭、軸受温度、 巡視時 給油、油脂交換 １年 分解整備 50000時間

損傷、漏水の確認 補機類点検 １年 (基準12年)

（取水、揚水、 1-1-1-2 洗浄 グランド封水の確認 巡視時 運転状態の確認 １年 70000時間

送水、配水、洗 　　　　洗浄排水 電流値の記録 巡視時 (基準12年)

浄、洗浄排水） 1-1-1-3 揚水 70000時間

 　　　 送水・配
水

(基準25年)

50000時間

(基準12年)

1-1-2-2 洗浄 70000時間

　　　　洗浄排水 (基準12年)

1-1-2-3 揚水 70000時間

 　　　 送水・配
水

(基準25年)

50000時間

(基準12年)

1-1-3-2 洗浄 70000時間

　　　　洗浄排水 (基準12年)

1-1-3-3 揚水 70000時間

 　　　 送水・配
水

(基準25年)

補機類点検 １年 ６年 定期整備は、油脂及び消耗部品の交換を行う

運転状態の確認 １年

外観、振動、異音、異臭、軸受温度、 巡視時 採水管洗浄 適宜 分解整備 ２年 （※１）汎用ポンプは事後保全とする

損傷、漏水の確認 運転状態の確認 １年 （※１）

３年

（※１）

各種データ測定 １年 分解整備 １０年

運転状態の確認 １年

各種データ測定 １年 分解整備 ６年

運転状態の確認 １年

1-2-3-2　沈水以降
（スラッジ処理水含む）

４～６年

分解整備 ６年

1-2-3-5　高度 分解整備 （※１） （※１）柴島は３年（一次冷却水用含む）、
（オゾン発生器冷却水循環用） 庭窪は４年、豊野は５年

各種データ測定 １年 分解整備 ６年

運転状態の確認 １年

1-2-4-2　沈水以降
（スラッジ処理水含む）

４～６年

1-2-4-4　高度 分解整備 ５年 庭窪、豊野

（一次冷却水用）

１　ポンプ設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

1-1  主ポンプ
1-1-1　両吸込渦
巻

1-1-1-1 取水
累積運転時間を確認し、整備周期(時間)に到達
する年数が基準年数未満の場合は、整備周期
(時間)で整備を行う

基準年数以上の場合は、整備周期判定フローに
基づき整備周期を判定する(12、17、25年、事
後保全)

1-1-2　片吸込渦
巻

1-1-2-1 取水

1-1-3　立軸斜流 1-1-3-1 取水

1-1-4　水中斜流

1-2  その他 1-2-1　片吸込渦
巻（採水ポン
プ）

1-2-1-1　原水

1-2-1-2　沈水以降

1-2-2　片吸込渦
巻
（真空ポンプ）

1-2-3　両・片吸
込渦巻（その他
ポンプ）

1-2-3-1　排水

1-2-3-3　汚泥

1-2-3-4　薬品

1-2-4　立軸斜流
（その他ポン
プ）

1-2-4-1　排水

1-2-4-3　汚泥



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音、異臭、温度、 巡視時 各種データ測定 １年 分解整備 １～３年

損傷、漏水の確認 運転状態の確認 １年

（※１） （※１）柴島、豊野は２年、庭窪は随時

1-2-5-3　高度 ２年 柴島１中
（オゾン発生器冷却水循環用）

1-2-6-1　排水 各種データ測定 １年 分解整備 （※１） （※１）沈澄池返送のみ10年　沈砂池浚渫は異常及び故障時対応

（沈澄池返送、沈砂池浚渫含む） 運転状態の確認 １年 取替・更新 （※２） （※２）床排水ポンプは１０年、沈澄池返送ポンプは１５年

各種データ測定 １年 分解整備 １０年

運転状態の確認 １年

各種データ測定 １月 分解整備 ２年

運転状態の確認 １月 （※１）

各種データ測定 １年 分解整備 １０年

運転状態の確認 １年

各種データ測定 １年 修繕・取替・更新 （※１）

運転状態の確認 １年

１　ポンプ設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

1-2  その他
1-2-5　立軸ライ
ン

1-2-5-1　沈水以降

1-2-5-2　冷媒

1-2-6　水中モー
ター

1-2-7　マグネッ
ト

1-2-8　１軸偏心
ネジ

（※１）点検結果により１年に短縮可能

1-2-9　ダイヤフ
ラム

1-2-10　プラン
ジャー(浸漬型)

（※１）異常及び故障時対応



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、損傷、漏水の確認（※１） 巡視時 - - 異常及び故障時対応 適宜 （※１）地上部のみ

外観、異音、異臭、損傷、漏水の確認 巡視時 油脂交換（豊野 ろ過池・ＧＡＣ） ２年 異常及び故障時対応 適宜 （※１）開閉動作試験により水処理及び水運用

開閉動作試験（※１） １年 に影響を与えないものに限る

開度確認（※２） （※２）開度制御している弁・扉に対して開度

各種リミットスイッチの機能確認 指示計と本体開度を比較し、大きくズレている

ものを調整する

開閉動作試験（※１） １年

開度確認（※２）

各種リミットスイッチの機能確認

２　弁・扉類

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

2-1  手動弁・扉
類・逆止め弁

2-2  電動弁・扉
類

2-2-1　制水扉

2-2-2　上記以外



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 給油、油脂交換 １年 分解整備

整備、腐食部品は交換 １８年

歪み、噛み込みの無い事を確認 破損部等の補修

切れていない事を目視の範囲で確認 整備、腐食部品は交換

（必要に応じて張り調整）

漏水の無い事を目視確認 劣化部の補修

外観、損傷の確認 巡視時 給油・油脂交換 １年 分解整備

歪み、噛み込みの無い事を確認 破損部等の補修 １８年

漏水、破損等の無い事を目視確認

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 給油、油脂交換 １年 分解整備

整備、腐食部品は交換 １８年

歪み、噛み込みの無い事を確認 破損部等の補修

外観、振動、異音、異臭、温度、損傷 巡視時 給油、油脂交換 １年 分解整備

の確認（水中部は除く)

欠損、緩みの無い事を確認 整備、腐食部品は交換

外観、振動、異音等の確認

外観、振動、異音、異臭、温度、損傷 巡視時 給油、油脂交換 １年 分解整備 ６年

の確認（水中部は除く)

欠損、緩みの無い事を確認 整備、腐食部品は交換

外観、振動、異音等の確認

外観、振動、異音、異臭、温度、損傷 巡視時 給油、油脂交換 １年 分解整備 ９年

の確認（水中部は除く)

欠損、緩みの無い事を確認 槽開放時 整備、腐食部品は交換 槽開放時

外観、振動、異音等の確認

給油、油脂交換 １年 分解整備 ９年

欠損、緩みの無い事を確認 槽開放時 整備、腐食部品は交換 槽開放時

外観、振動、異音等の確認

３　水処理機械設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

3-1  除塵設備 3-1-1  除塵機 3-1-1-1  減速機
9年又は

20000時間

3-1-1-2  軸受

3-1-1-3  スクリー
ン

3-1-1-4  チェーン

3-1-1-5  配管接続
部

3-1-2  水分離装
置

3-1-2-1  減速機
9年又は

20000時間

3-1-2-2  スクリー
ン

3-1-2-3  水路

3-1-3　自動スト
レーナ

3-1-4-1  減速機
9年又は

20000時間

3-1-4-2  軸受

3-1-4-3  スクリー
ン・メッシュ

3-2  急速攪拌設
備

3-2-1　フラッ
シュミキサ

3-2-1-1  減速機
9年又は

20000時間

3-2-1-2　主軸・羽
根・継手

池、系統
開放時

池、系統
開放時

3-2-1-3  軸受

3-3  緩速攪拌設
備

3-3-1　フロッ
キュレータ

3-3-1-1  減速機

3-3-1-2  主軸・羽
根・継手

池、系統
開放時

池、系統
開放時

3-3-1-3  軸受

3-4　その他攪拌
設備

3-4-1  汚泥供給
槽

3-4-1-1  減速機

3-4-1-2　主軸・羽
根・継手

3-4-1-3  軸受

3-4-2  ろ液中和
槽

3-4-2-1  減速機

3-4-2-2　主軸・羽
根・継手

3-4-2-3  軸受



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音、異臭、温度、損傷 巡視時 給油、油脂交換 １年 異常及び故障時対応 適宜 定期点検の結果、異音等の異常が認められた

の確認（水中部は除く) 場合、適宜分解整備を行う

欠損、緩みの無い事を確認 槽開放時 整備、腐食部品は交換 槽開放時

外観、振動、異音等の確認

外観、損傷、異臭の確認（水中部は除く） 巡視時 給油、油脂交換(サイクロ減速機) １～２年 分解整備

給油、油脂交換(バイエル変速機) ３～５年

シャーピン、チェーンの確認 １年 整備、腐食部品は交換 １８年

切れていない事を目視の範囲で確認 池開放時

（必要に応じて張り調整）

軸封水配管の閉塞の無い事を確認

（必要に応じて清掃）

不良部の交換

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 運転時 外観・振動・異音等の確認（漏油） 運転時 分解整備

巻取り異常の有無を確認 運転時

異物の無い事を確認 運転時 整備、腐食部品は交換 １８年

（水中部は除く）

取付部の緩みの有無を確認

巻取り異常の有無を確認

ボルトの緩みの無い事を確認 １年

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 給油・油脂交換 １年 分解整備

（水中部は除く)

整備、腐食部品は交換 １８年

外観・振動・異音等の確認 池開放時

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 給油・油脂交換 １年 分解整備 １８年

異物の無い事を確認 巡視時 ボルトの緩みの無い事を確認 １年

漏水・破損等の無い事を目視確認 １年 整備、腐食部品は交換

損傷の無い事を目視確認 池開放時

３　水処理機械設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

3-4　その他攪拌
設備

3-4-3  かせい受
入槽

3-4-3-1  減速機

3-4-3-2　主軸・羽
根・継手

3-4-3-3  軸受

3-5  スラッジ掻
寄設備

3-5-1  リンクベ
ルト

3-5-1-1  減速機
9年又は

20000時間

3-5-1-2  安全装置

3-5-1-3  チェーン

3-5-1-4  水中軸受
部

3-5-1-5  水中掻寄
部

3-5-2　走行式
ミーダ形

3-5-2-1  減速機
9年又は

20000時間

3-5-2-2  水上移動
部

3-5-2-3  水中掻寄
部

3-5-2-4　電源ケー
ブル

3-5-2-5  レール

3-5-3  回転式 3-5-3-1  減速機
9年又は

20000時間

3-5-3-2  水上ギア
部

3-5-3-3  水中掻寄
部

3-5-4  気圧式
3-5-4-1  水上移動
部

3-5-4-2  水中部

3-5-4-3  レール

3-5-4-4  トラフ



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

異音、オゾン臭、放電状態の確認 巡視時 冷却水量の点検 １年 発生器（円筒多管型）の点検清掃 (※２) （※１）豊野後オゾンのみ

換気ファンの点検 １年 発生器（平板型）の点検清掃（※１） １年 （※２）柴島、豊野は２年、庭窪は３年

外観及び盤内点検清掃 １年 換気ファンの交換 (※３) （※３）柴島、豊野は３年、庭窪は５年

絶縁抵抗測定 １年

盤内フィルタ清掃 １年

電動弁機能点検 １年

昇圧トランス点検 １年

計器・保護装置の点検 ２年

電力調整器インバータ出力点検 ３年

外観、振動、異音、温度、損傷、漏水 巡視時 外観及び機能点検 １年 熱交換器分解清掃（※１） (※２) （※１）化学洗浄も可とする

の確認 イオン交換器の点検 １年 （※２）豊野中オゾンのみ２年（他は１年）

水質測定計器・保護装置の点検 ２年

異音、オゾン臭の確認 巡視時 外観及び機能点検 １年 触媒の交換 (※１) （※１）柴島、豊野は３年、庭窪は中オゾン

電動弁機能点検 １年 活性炭の交換 適宜 ５年、後オゾン７年

計器・保護装置の点検 ２年 加温ヒーター点検清掃 ３年

－ － フィルタの点検清掃 １年 － －
外観及び機能点検 １年

外観の確認 巡視時 異常時対応（※１） 適宜 － － （※1）腐食、損傷していれば修理または交

換、活性炭が劣化（白化）していれば交換

外観の確認 巡視時 腐食、損傷の確認（※１） 池開放時 － － （※1）腐食、損傷していれば修理または交換

活性炭の劣化状況確認（※２） 池開放時 （※2）劣化（白化）していれば交換

４　高度浄水処理設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

4-1  オゾン設備 4-1-1　オゾン発
生器（電源装置
含む）

4-1-2  オゾン発
生器用冷却水装
置

4-1-3  排オゾン
処理装置

4-1-4  漏洩オゾ
ン処理装置

4-1-5　排オゾン
分解装置

4-2　呼吸塔及び
覆蓋設備



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、損傷、変形、ろ液漏れの確認 巡視時 歪み、割れ、破損点検 １年 消耗品取替 （※１） （※１）柴島は３～６年、庭窪は2年

ボルト等のゆるみ １年 ろ布交換 ３年

外観、損傷、変形、作動状況、油漏れ 巡視時 安全装置(ワイヤ式・非常停止ボタン １年 分解整備 （※１） （※１）柴島は６年、庭窪は８年

の確認 等)の作動確認 消耗品取替、作動油入替 ６月

油脂類・作動油補充(減少時) 適宜

定　期　整　備

５　排水処理設備

備　　　考

5-1  加圧脱水機 5-1-1  本体
5-1-1-1  ろ布・ろ
板

5-1-1-2  駆動装置
他

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検

5-1-1-3  ろ布締付
装置(電動式)

5-1-1-4  ろ布締付
装置(油圧式)



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 外観、計器、保護装置、安全弁の点検 １年 本体分解整備（※１） ６年

エアフィルタ、オイルフィルタ清掃又 電動機分解整備（※１）

は交換

潤滑油交換、Ｖベルト点検

電動機等絶縁抵抗測定

外観、振動、異音、異臭、損傷、フィ 巡視時 外観及び機能点検（※１） １年 本体分解整備（※２） ６年 （※１）「ボイラ及び圧力容器安全規則第８

ルタシグナルの確認 安全弁の動作確認 １年 電動機分解整備（※２） ６年 ８条」により１年以内ごとに１回自主検査を

エアフィルタ交換 １年 アフタークーラー整備 （※４） 行い、結果を３年間保存しておくこと

潤滑油入替 １～２年 エアークーラー整備 （※５） （※２）軸受等の取替、ロータイミングギヤ

電動機グリスアップ ６月～１年 オイルクーラー （※５） 等の分解整備

絶縁抵抗測定 １年 吸込調整弁整備 （※５） （※３）１００万回を目安に交換

計器・保護装置の点検 ２年 吐出逆止め弁整備（※３） （※５） （※４）柴島、豊野は２年、庭窪は６年

四方向電磁弁整備（※３） （※５） （※５）柴島、豊野は２年、庭窪は毎年

各種ストレーナー清掃 ２年

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 外観、計器、保護装置、安全弁の点検 １年 本体分解整備（※１） １０年 （※１）ベアリング、シール類、圧力計、潤

潤滑油(量・状態)・Ｖベルト点検 電動機分解整備（※１） 滑油交換、弁類整備又は交換

電動機等絶縁抵抗測定 　

外観及び機能点検（※１） １年 分解整備（※２） ６年 （※１）「ボイラ及び圧力容器安全規則第８

ベルト等点検 １年 ８条」により１年以内ごとに１回自主検査を

エアフィルタ点検、清掃 １年 行い、結果を３年間保存しておくこと

安全弁の点検、清掃及び動作確認 １年 （※２）軸受、ピストンリング等の取替

計器・保護装置の点検 ２年

オートドレントラップの点検、清掃 １年

絶縁抵抗測定 １年

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 給油・油脂交換 １年 分解整備 １２年

外観・振動・異音等の確認

給油・油脂交換・Ｖベルト点検 １年 分解整備 １８年

外観・振動・異音等の確認 サイレンサー内部清掃、塗装

外観及び機能点検 １年 分解整備 （※１） （※１）柴島は３年、庭窪は随時、豊野は２

絶縁抵抗測定 年

潤滑油入替

外観及び機能点検 １年 分解整備 ３年 （※１）庭窪とする

潤滑油の入替 １年

絶縁抵抗測定 １年

給脂（※１） ６月

６　空気源設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

6-1  空気圧縮機
6-1-1  スク
リュー式

6-1-1-1  計装用

6-1-1-2  高度(オ
ゾン製造用)

6-1-2  レシプロ
式

6-1-2-1  自家発
（操作用）

6-1-2-2　高度（計
装用）

6-2  ブロア設備 6-2-1  空洗用

6-2-2　気圧排泥
用

6-2-3  高度用
（空気冷却乾燥
装置）

6-2-4  高度用
（排オゾン処理
装置）



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音、異臭、漏水の確認 巡視時 外観及び機能点検 １年 吸着剤交換 ５年

インジェクタエレメント交換 ５年

電気加熱器エレメント交換 １０年

外観・振動・異音等の確認 １年 分解整備 ６年

計器・保護装置の点検 １年

オートドレントラップの点検、清掃 １年

フィルタ点検、清掃 １年

外観、振動、異音、温度、損傷の確認 巡視時 外観及び機能点検（※１） １年 乾燥剤の交換 （※５） （※１）各機器及び自動切替弁について実施

露点温度の記録 巡視時 フィルタエレメント、オートドレントラ １年 チラーユニット整備 （※６） （※２）露点は、大気圧換算値－５０℃以下

ップの点検、清掃 オートドレントラップ整備 （※６） （※３）庭窪のみ

露点計の確認並びに露点測定（※２） １年 冷凍装置凝縮器洗浄 （※７） （※４）「ボイラ及び圧力容器安全規則第８

絶縁抵抗測定 １年 冷媒ガス補充及びチラーユニット潤滑油 （※５） ８条」により１年以内ごとに１回自主検査を

計器・保護装置の点検 ２年 交換 行い、結果を３年間保存しておくこと（庭

外観、振動、異音、温度、損傷の確認 巡視時 潤滑油入替 １年 自動切替弁整備 （※８） 窪）

アフターフィルタ点検（※３） １年 （※５）柴島は3年、庭窪は4年、豊野は2年

吸着塔、アフターフィルタボックス及 １年 （※６）柴島は3年、庭窪は随時、豊野は2年

び冷凍式除湿装置各部点検（※４） （※７）柴島は3年、庭窪、豊野は随時

（※８）柴島は12年、庭窪、豊野は随時

外観、振動、異音、漏油の確認 巡視時 外観及び機能点検 １年 － －
エレメント交換 適宜

外観、漏水の確認 巡視時 外観及び機能点検 １年 － －

外観、漏水、漏油、損傷の確認 巡視時 外観、冷却水量、漏水の有無、出入口 １年 フィルタ取替目安：７５０時間

温度・ドレンタラップ確認

内部洗浄、ドレン分離槽の浮上油抜取 １年

ドレントラップ・フィルタ・積算計 １年

、汚染状況、差圧ゲージ確認

外観の確認 巡視時 エレメント交換 １年 － － 差圧ゲージ規定値以上にてエレメント交換

ラインフィルタ・ミクロミストフィルタ

活性炭フィルタ

（注１）

６　空気源設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

6-3  付属装置 6-3-1  除湿装置 6-3-1-1  吸着式

　・フロン系冷媒を使用しているものについては、「フロン排出抑制法」の規程にしたがい、３か月に１回簡易点検を実施するとともに、そのうちの１回については１年ごとの漏れ確認を行い、その記録を３年間保存しなければならない。
　・フロン類の補充や、回収・破壊処理を行った場合についてもその記録を３年間保存するとともに、１年に１度報告しなければならない。
　・機器の撤去、廃棄を行う場合は「引取証明書」「確認証明書」「事前説明書面」を３年間保存しなければならない。

6-3-1-2  冷却式

6-3-2  空気冷却
乾燥装置
（注１）

6-3-2-1  チラーユ
ニット

6-3-2-2　吸着塔

6-3-2-3  アフター
フィルタ

6-3-2-4  再生ヒー
タ

6-3-2-5　弁、計
器、保護装置

6-3-3  オイルク
リーナー

6-3-4  アフター
クーラー

6-3-5  ドレン処
理装置(分離装置
含)

6-3-6  ラインエ
アフィルタ



７　第二種圧力容器・タンク類

項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、異音、振動、損傷の確認 巡視時 本体損傷の有無 １年以内 内面清掃、漏れチェック、パッキン類 （※１） （※１）空気槽及び圧力槽（北港）は随時、

ふたの締付けボルトの磨耗の有無 １年以内 交換 圧入槽は脱水機整備時

管及び弁の損傷の有無 １年以内

外観の確認 巡視時 異物混入の有無を目視確認 開放時 内面ライニング更新 １５年

外面塗装更新 １５年

内面ライニング更新 １０年

外面塗装更新 １０年

内面ライニング更新 （※１）

外面塗装更新 ２０年

内面ライニング更新、更新 （※１） （※１）点検結果による

内面ライニング更新 １５年

内面ライニング更新 （※１）

外面塗装更新 １０年

異物混入の有無を目視確認 開放時 清掃・内部目視点検・塗装（※２） １０年

（※２）　各槽の内部清掃時

－ － － －

備　　　考種別　大
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

種別　中 種別　小

7-4-1-2　小出し槽

7-4-2　かせい用 7-4-2-1　貯蔵槽

7-1  空気槽(ベ
ビコン・自家発
始動用含む)

7-2  圧入槽(排
水処理)

7-3　圧力槽(北
港)

7-4  薬品貯蔵槽

7-4-2-2　小出し槽

7-4-2-3　受入槽

7-4-1　ばんど用 7-4-1-1　貯蔵槽

7-4-3　次亜塩用 7-4-3-1　貯蔵槽

（※１）内面にチタンライニングを施している
ものはライニング更新は行わず、ＰＶＣライニ
ングを施しているものは１０年とする。

7-4-3-2　小出し槽

7-4-3-3　貯蔵槽
　　(追加塩素用)

7-4-4　酸用 7-4-4-1　貯蔵槽

7-4-4-2　小出し槽

7-4-5　希硫酸用 7-4-5-1　貯蔵槽
（※１）ＰＶＣライニングを施しているものは
１０年とする。

7-5  その他槽類 7-5-1  槽類
7-5-2-1  汚泥供給
槽

（※１）土木構造物、建築付帯設備として設置
されたものを除く。

7-5-2-2  ろ液槽
(ろ液検知槽)

7-5-2-3  気液分離
槽

7-5-2-4  ろ布洗浄
水供給槽

7-5-2-5  圧力水供
給槽

7-5-2-6  その他槽
類(※１)

7-5-2　防液堤



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

作業開始前点検（※１） 使用時 月例定期自主検査(※２) １年以内 性能検査（荷重試験）(※４) ２年 （※１）作業開始前の点検関連

１　巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ （１月をこえる期間使用しない場合につ ワイヤロープの取替 １０年 (クレーン等安全規則第三十六条）

(3t以上) 及びコントローラーの機能 いては、使用前に実施する） ～１５年 （※２）定期自主検査（月例）関連

２　ランウェイの上及びトロリが横行す 年次定期自主検査(※３) (クレーン等安全規則第三十五条）

るレールの状態 （１年をこえる期間使用しない場合につ （※３）定期自主検査（年次）関連

３　ワイヤロープが通っている箇所の状 いては、使用前に実施する） (クレーン等安全規則第三十四条）

態 （※４）性能検査関連

(クレーン等安全規則第四十条)

○定期自主検査（月例、年次）の記録は３年

間保管のこと（クレーン等安全規則第三十八

条）

作業開始前点検 使用時 ワイヤロープの取替 １０年 ○規制対象外（クレーン等安全規則第二条）

１　巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ ～１５年

(0.5t以上3t未満) 及びコントローラーの機能 ○性能検査・自主検査の結果により、補修の

２　ランウェイの上及びトロリが横行す 必要性が認められた場合は、直ちに補修を行

るレールの状態 うこと(クレーン等安全規則第三十九条）

３　ワイヤロープが通っている箇所の状

態

外観、振動、異音等の確認 使用時 クレーン等安全規則が適用されるクレ 同左 ワイヤロープの取替 １０年

ーンに準ずる。 ～１５年

(0.5t未満)

外観、異音、損傷、蛇行の確認 使用時 減速機・軸受部への給油等 １年 各部点検整備、試運転調整 適宜 （※１）運転状況、使用時間等を考慮し、適

蛇行検出装置、非常停止装置動作確認 各消耗部品、劣化部品取替 適宜 宜延伸してもよい

各部ボルト・ナット類増し締め 減速機分解整備（※１） １２年

運転電流確認

８　荷役設備

種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

8-1  天井クレー
ン等

8-1-1  クレーン

労働安全衛生法に
おいて「特定機械
等」と定められる
クレーン等8-1-2　テルハ

8-2  天井クレー
ン等

8-2-1  クレーン

「特定機械等」で
はないが、クレー
ン等安全規則の適
用をうけるクレー
ン等

8-2-2　テルハ

種別　大

8-3  天井クレー
ン等

8-3-1  クレーン

クレーン等安全規
則の適用が除外と
なるクレーン等8-3-2　テルハ

8-4　コンベア
8-4-1　ケーキ搬
出用

8-4-2　除塵設備
及びその他設備
用



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音、異臭、損傷の確認 巡視時 設置状態の確認 １年 異常及び故障時対応 適宜 （※１）ベルト駆動のもの

回転方向、回転状態の確認及び給油等 １年 （※２）ON･OFFにより設備、水処理、その他

(プラント設備用) ベルトの張り･磨耗､プーリー溝の磨耗 １年 に支障がある場合は除く

（※１）

連動､自動ON･OFF等の動作確認（※２） １年

運転電流確認、絶縁抵抗測定 １年

－ － １年

作動状態（※３） （※３）温度ヒューズ式の防火ダンパー・

シャッターは、閉じていない事を確認す

る

目詰まり等の有無（※４） （※４）清掃もしくは交換

－ － 不良部について清掃、交換 （※１） 不良部について清掃、交換 （※１） （※１）池の休止時及び各設備の点検時に実

施

(プラント設備用)

－ － 散気管の点検（※２） 適宜 散気管の点検（※２） 適宜 （※２）接触池の清掃時に実施する

散気管の交換（※３） 適宜 散気管の交換（※３） 適宜 （※３）点検時に不良と判断されたもの

漏れの確認 巡視時 劣化が著しければ交換、補修（※４） 適宜 交換、補修 適宜

（※４）関連設備の整備、修理時

漏洩があれば交換、補修（※５） 適宜 （※５）漏洩、目詰まりがあった場合

　　　　配管類の交換に併せて実施

オゾン臭の確認 巡視時

漏れの確認 巡視時

交換もしくは清掃（※６） 適宜 （※６）漏洩、目詰まりがあった場合

９　その他設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

9-1  換気設備 9-1-1  換気扇
9-1-1-1　有圧換気
扇

9-1-1-2　標準換気
扇

9-1-2  ラインファ
ン(軸流・斜流)

9-1-3  シロッコ
ファン

9-1-4  ルーフ
ファン

9-1-5  その他換
気設備付属品

9-1-5-1　ダクト

9-1-5-2　たわみ継
手

9-1-5-3　ダンパー

9-1-5-4　シャッター

9-1-5-5　吸込口、
吐出口類

9-1-5-6　フィルタ

9-1-5-7　支持部
材、その他

9-2  配管類 9-2-1  ノズル
(表洗・排泥促
進・除塵)

9-2-1-1  表洗ノズ
ル

9-2-1-2  排泥促進
ノズル

9-2-1-3  除塵機他
洗浄水ノズル

9-2-2  散気管

9-2-3  上澄水管
(フロート含)

9-2-4  ヘッダー
管

9-2-5  その他配
管類および配管
付属品

9-2-5-1  配管(オ
ゾン)

9-2-5-2  配管(オ
ゾン以外)

9-2-5-3  継手類

9-2-5-4  ストレー
ナ

9-2-5-5  支持部
材、その他



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、振動、異音の確認 巡視時 ３月 異常及び故障時対応 （※３） （※１）冷水及び冷却水の循環系統があるも

漏れの確認 巡視時 （※２） ののみ

(プラント設備用) 冷媒系統、潤滑系統の運転状態 （※２）運転時間等により増減する

（注１） （※３）調査の上、修繕等を実施する。

（※４）柴島上系次亜塩素酸ナトリウム

　　　　小出槽のみ

外観、振動、異音、異臭、漏液の確認 巡視時 － － 異常及び故障時対応 （※１） （※１）調査の上、修繕等を実施する。

各種データ測定 １月 分解整備 ２年

運転状態の確認 １月 （※１）

各種データ測定 １年 分解整備 １０年

運転状態の確認 １年

各種データ測定 １年 修繕・取替・更新 （※１）

運転状態の確認 １年

外観、漏液の確認 巡視時 「11　計装設備」に準じる 適宜 異常及び故障時対応 （※１） （※１）調査の上、修繕等を実施する。

指示値確認 １年

外観、漏液の確認 巡視時 － － 交換、補修（※１） １０年

（注１）

９　その他設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

9-3  冷却設備 9-3-1  チリング
ユニット(オゾン
冷却用)

機器内部の確認（熱交換器の汚れ、フィ
ルタ清掃、計器類の指示値）

9-3-2  チリング
ユニット(次亜塩
冷却用)(※４)

冷却水系統の運転状態（※１）

電気系統の確認（電源電圧、運転電流、
絶縁抵抗、制御状態等）9-3-3　その他

（各種設備用）

9-4  薬品注入
   　設備

9-4-1　注入機
9-4-1-1　流量調節
弁タイプ

9-4-1-2　一軸偏心
ネジポンプタイプ

（※１）点検結果により１年に短縮可能

9-4-1-3　ダイヤフ
ラムポンプタイプ

9-4-1-4　プラン
ジャーポンプタイ
プ

（※１）異常及び故障時対応

9-4-2　流量計

9-4-3　配管類
（※１）交換、補修の範囲は、点検、調査等の
結果による。

　・フロン系冷媒を使用しているものについては、「フロン排出抑制法」の規程にしたがい、３か月に１回簡易点検を実施するとともに、そのうちの１回については１年ごとの漏れ確認を行い、その記録を３年間保存しなければならない。
　・フロン類の補充や、回収・破壊処理を行った場合についてもその記録を３年間保存するとともに、１年に１度報告しなければならない。
　・機器の撤去、廃棄を行う場合は「引取証明書」「確認証明書」「事前説明書面」を３年間保存しなければならない。



１０　通信設備

項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

局データ管理 ６月 立ち上げ試験（ルータ点検含む） １年 － － 点検内容は、交換機の規模・機能により項目

接続部及び各端子締付部確認 ６月 保守用コンソール試験 １年 を選択すること

外観点検 ６月 局線通話試験 １年

その他（機器室内環境等） ６月 専用線通話試験 １年

警報試験 １年

直通切替試験 １年

各種トランク機能試験 １年

各種サービス機能試験 １年

バックアップ電池点検 １年

時計の確認・修正 １年

信号発生装置機能確認 １年

障害情報出力機能試験 １年

交換機電源部点検 １年

メモリー点検（内部・外部） １年

プログラム点検 １年

現用予備切替試験 １年

Ｖｏｉｐ点検 １年

－ － プログラム設定 １年 － －
総合試験 １年

種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

10-1　構内交換
設備

10-1-1　交換機

10-1-2　自動転
送装置

種別　大 種別　中



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

－ － 各部点検清掃（受圧部、ケーブル・吊下 １年 － － （※１）　水温による温度補正または設置環

げチェーン含む）、 （※１） 境による汚泥の除去等が必要となる場合は点

出力特性試験（ゼロ、スパン校正含む） 検頻度を1回/6月とする。

ゼロ点調整及びループ確認

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃（受圧部・導圧配管の詰ま 適宜 － －
り、エア抜き含む）

出力特性試験（ゼロ、スパン校正含む）

ゼロ点調整、ループ確認及び設定値確認

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃（フロート、ワイヤー、ウ 1年又は － － （※２）　燃料貯蔵用地下燃料タンク用液位

ェイト、ガイドパイプ類含む） 3年 計は消防法（第14条の３の２）の規程により

出力特性試験（ゼロ、スパン校正含む） （※２） １回/１年又は１回/３年の周期で定期点検を

ゼロ点調整及びループ確認 適宜 実施。その他フロート式液位計は適宜実施と

絶縁抵抗測定 する。

指示値の確認 １月 各部点検清掃 適宜 － －
出力特性試験（ゼロ、スパン校正含む）

ゼロ点調整及びループ確認

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃 適宜 － －
変換器特性試験（ゼロ、スパン校正含む）

ゼロ点調整、ループ確認及び設定値確認

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃（受圧部・導圧配管の詰ま ２年 実流試験 適宜 （※３）　導圧配管の詰まりにより、点検周

り、エア抜き含む） （※３） スパン校正 適宜 期を決定する

出力特性試験（ゼロ校正含む）

ゼロ点調整、ループ確認及び設定値確認

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃 ２年 実流試験 適宜 （※４）取水、導水、揚水、ＧＡＣ処理水、

変換器特性試験（ゼロ校正含む） （※４） スパン校正 適宜 送水、配水のみ

ゼロ点調整、ループ確認及び設定値確認

各部電圧測定

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃 ２年 実流試験 適宜 （※５）取水、導水、揚水、ＧＡＣ処理水、

変換器特性試験（ゼロ校正含む） （※５） スパン校正 適宜 送水、配水のみ

ゼロ点調整、ループ確認及び設定値確認

各部電圧測定

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃（受圧部・導圧配管の詰ま ２年 － － （※６）　導圧配管の詰まりにより、点検周

り、エア抜き含む） （※６） 期を決定する

出力特性試験（ゼロ、スパン校正含む）

ゼロ点調整、ループ確認及び設定値確認

絶縁抵抗測定

－ － 各部点検清掃、 適宜 － －
全抵抗測定、出力特性試験

定　期　点　検 定　期　整　備

１１　計装設備

備　　　考

11-1　計測設備 11-1-1　液位計 11-1-1-1　投込式

11-1-1-2　差圧式

11-1-1-3　フロー
ト式

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検

11-1-1-4　静電容
量式

11-1-1-5　超音波
式

11-1-2　流量計 11-1-2-1　差圧式

11-1-2-2　電磁式

11-1-2-3　超音波
式

11-1-3　圧力伝
送器

11-1-4　開度計
11-1-4-1　ポテン
ショメーター



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

－ － 各部点検清掃 適宜 － －
測定値校正 適宜

ループ確認 適宜

絶縁抵抗測定 適宜

－ － 各部点検清掃（導圧配管の詰まり、エア ２年 スパン校正 適宜 （※７）　導圧配管の詰まりにより、点検周

抜き含む） （※７） 期を決定する

出力特性試験（ゼロ校正含む）

ゼロ点調整、ループ確認及び設定値確認

絶縁抵抗測定

受入量とタンク重量の比較 受入毎 校正 随時 － － （※１）計量法（19条）に基づき、取引用に

（薬品タンク重量計） 検査（※１） ２年 使用しているものは、定期検査を受検する。

手分析値との比較 巡視時 各部点検清掃、分析部点検 ６月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

外観、損傷、漏水の確認 巡視時 試薬、試料水ポンプ機能点検及び流量 （消耗部品は除く）

ゼロ、測定値校正 適宜 調整

ループ確認

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

各部点検清掃、分析部点検 ６月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

洗浄装置点検、サンプルホース洗浄 （消耗部品は除く）

校正板、標準液校正、ループ確認

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

手分析値との比較 １月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

外観、損傷、漏水の確認 １月 （消耗部品は除く）

ゼロ、測定値校正 適宜

各部点検清掃、分析部点検 ６月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

洗浄装置点検 （消耗部品は除く）

標準液校正、ループ確認

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

－ － 精密機器の部品交換は１回/年行う

（消耗部品は除く）

外観、損傷、漏水の確認 巡視時 各部点検清掃 ６月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

ゼロ、測定値校正、ループ確認 （消耗部品は除く）

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

各部点検清掃、分析部点検 ６月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

ループ確認 （消耗部品は除く）

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

各部点検清掃 ２月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

試料水量の調整、送液ポンプ、採水ポ （消耗部品は除く）

ンプの点検

ループ確認

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

各部点検清掃 ２月 － － （※２）標準液による校正及び交換部品の取

試料水量の調整、標準液による校正 替は１回/年行う

（※２） （消耗部品は除く）

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

１１　計装設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

11-1　計測設備 11-1-5　温度計
11-1-5-1　測温抵
抗

11-1-6　損失水
頭計

11-1-7　重量計 11-1-7-1　ロード
セル式

11-1-8　残留塩
素計

11-1-9　濁度計

11-1-10　濁色度
計

11-1-11　ｐＨ計

11-1-12　アルカ
リ度計

11-1-13　導電率
計

11-1-14　ＵＶ計

11-1-15　バイオ
センサー

11-1-16　ＴＯＣ
計



項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

外観、損傷、漏水の確認 巡視時 各部点検清掃、分析部点検 ６月～ － － （※３）中オゾン６月、後オゾン１年

測定値校正、ループ確認 １年 精密機器の部品交換は１回/年行う

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替 （※３） （消耗部品は除く）

外観、損傷の確認 巡視時 各部点検清掃、分析部点検 １年 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

測定値校正、ループ確認 （消耗部品は除く）

絶縁抵抗測定、消耗部品等取替

－ － 精密機器の部品交換は１回/年行う

（消耗部品は除く）

－ － 精密機器の部品交換は１回/年行う

（消耗部品は除く）

－ － 精密機器の部品交換は１回/年行う

（消耗部品は除く）

外観、損傷、漏水の確認 巡視時 各部点検清掃、測定値校正 １月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

試薬の補充 ２月 （消耗部品は除く）

分析部点検、ループ確認 ３月

消耗部品等取替 １年

外観、損傷、漏水の確認 巡視時 各部点検清掃、測定値校正 １月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

校正液、酸洗浄液の補充 （消耗部品は除く）

分析部点検、ループ確認、試薬の補充 ３月

消耗部品等取替 １年

外観、損傷、漏水の確認 巡視時 各部点検清掃、測定値校正 ３月 － － 精密機器の部品交換は１回/年行う

分析部点検、ループ確認 （※４）センサー素子の交換は４回／年行う

消耗部品等取替 １年

（※４）

１１　計装設備

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

11-1　計測設備
11-1-17　オゾン
濃度計

11-1-17-1　溶存オ
ゾン濃度計

11-1-17-2　発生オ
ゾン濃度計

11-1-17-3　排オゾ
ン濃度計

11-1-17-4　環境オ
ゾン濃度計

11-1-17-5　漏洩オ
ゾン濃度計

11-1-18　塩素要
求量計

11-1-19　アンモ
ニア態窒素濃度
計

11-1-20　油分計
（油分センサ）



１２　管理設備、監視制御設備、遠隔監視制御設備

項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

－ － 目視点検、清掃（※１） ６月～ 機器を停止しての各部点検・清掃 １年 （※１）現場設置機器があるため設置環境に

１年 接続状態点検 より周期を決定する。

各種測定及び調整

機能点検

精度点検

動作確認試験

部品交換

－ － 目視点検、清掃（※１） ６月 機器を停止しての各部点検・清掃 1年

～１年 接続状態点検

各種測定及び調整

機能点検

精度点検

動作確認試験

部品交換

－ － 目視点検、清掃 ２月 機器を停止しての各部点検・清掃 １年 （※２）　残留塩素計のみ

接続状態点検

－ － 目視点検、清掃 １月 各種測定及び調整

手分析との比較（※２） 適宜 機能点検

測定値校正（※２） 適宜 動作確認試験

－ － 目視点検、清掃 １～２月 部品交換

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

12-1　管理設備
12-1-1　監視装
置

12-1-2　制御装
置

12-1-3　入出力
装置

12-1-4　情報処
理装置

12-1-5　遠方監
視制御装置

12-1-6　その他
周辺機器

12-2　監視制御
設備

12-2-1　監視装
置

12-2-2　自動制
御盤

12-2-3　補助継
電器盤

12-2-4　計装盤

12-2-5　遠方監
視制御装置

12-2-6　その他
周辺機器

12-3遠隔監視制
御設備

12-3-1　配水監
視設備

12-3-2　水質監
視設備

12-3-3　その他
周辺機器



１３　他基準等参照項目

項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期

※蓄電池について、次の対応とする。

　注意値以上が全体の10％以上：更新

　注意値以上が全体の50％以上：仮設設置

種別　大 種別　中 種別　小
日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備

備　　　考

13-1　自家用電
気工作物保安規
程

13-1-1　ＧＩＳ
受変電設備

13-1-1-1　断路器
自家用電気工作物保安規程を参照 自家用電気工作物保安規程を参照 自家用電気工作物保安規程を参照

13-1-1-2　遮断器

13-1-1-3　母線、
ＶＣＴ、接続箱

13-1-2　受電・
変電・配電設備

13-1-2-1　断路器

13-1-2-2　遮断器

13-1-2-3　電磁接
触器

13-1-2-4　負荷開
閉器

13-1-3-2　回転速
度制御装置

13-1-2-5　変圧器

13-1-2-6　計器用
変成器

13-1-2-7　避雷
器・サージアブ
ソーバ

13-1-2-8　電力用
コンデンサ及び付
属装置

13-1-2-9　母線

13-1-2-10　配電盤

13-1-3-3　照明設
備

13-1-3-4　配分電
盤

13-1-4　無停電
電源設備

13-1-4-1　蓄電池

13-1-4-2　整流器
盤

13-1-2-11　架空電
線路

13-1-2-12　ケーブ
ル

13-1-2-13　保安柵
等

13-1-3　負荷設
備

13-1-3-1　電動機



１３　他基準等参照項目

項　　目 周期 項　　目 周期 項　　目 周期
種別　大 種別　中 種別　小

日　常　点　検 定　期　点　検 定　期　整　備
備　　　考

13-1　自家用電
気工作物保安規
程

13-1-4　無停電
電源設備

13-1-4-3　イン
バータ 自家用電気工作物保安規程を参照 自家用電気工作物保安規程を参照 自家用電気工作物保安規程を参照

13-1-5　非常用
発電設備

13-1-5-1　原動機

13-2　昇降設備 13-2-1　エレ
ベータ 建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修)の最新刊を参照

13-1-5-2　発電機

13-1-6　太陽光
発電設備

13-1-6-1　太陽電
池及び集電箱

13-1-6-2　系統連
携盤及びパワーコ
ンディショナー

13-1-6-3　計測装
置表示盤

13-1-7　水力発
電設備

13-1-7-2　発電機

13-1-7-3　弁類、
水圧鉄管

13-1-7-1　水車

13-3-4　非常用
照明設備

建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大
臣官房官庁営繕部監修)の最新刊を参照

13-2-2　小荷物
用昇降機

13-2-3　階段昇
降機

建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大
臣官房官庁営繕部監修)の最新刊を参照

13-3　建築付帯
設備

13-3-1　換気設
備 大阪市公共建築物点検マニュアルを参照 大阪市公共建築物点検マニュアルを参照 大阪市公共建築物点検マニュアルを参照

13-3-2　排煙設
備

13-3-3　給排水
衛生設備


